
 

 

 

令和２年 

第１８回福岡県教育委員会会議（臨時会）会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   令和２年１０月３０日（金） 

開会 １５時０４分   閉会１６時２３分 

 

場 所   福岡県庁４階 教育委員会会議室 
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【議事等】 

１ 報告 

（１） 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題の現状について 

（２） 福岡県人事委員会勧告について 

 

２ その他 

（１） ９月定例県議会について 

 

【内 容】 

１ 出席者 

  教育長：城戸秀明 

委 員：宮本美代子、前田惠理、木下比奈子、堤康博 

 

２ 欠席者 

  委員：久保竜二 

 

３ 出席職員 

  副教育長 木原茂、教育監 寺崎雅巳、教育総務部長 上田哲子、 

教育振興部長 日高公徳、総務企画課長 松永一雄、財務課長 後藤元、 

教職員課長 田中直喜、施設課長 池松峰男、高校教育課長 井手優二、 

義務教育課長 塚田淳、特別支援教育課長 日髙吉三郎、 

人権・同和教育課長 中山克利、体育スポーツ健康課長 鶴英樹、 

社会教育課長 富松文夫 外 

 

４ 傍聴者等数 

 １名 

 

５ 議事録 

【城戸教育長】 

本日は久保委員が所用により欠席しておりますが、定足数に達しておりますので、た

だ今から第１８回教育委員会議臨時会を開催いたします。 

傍聴の方に申し上げます。受付で配布 

された傍聴人の留意事項を遵守し、会議進行の妨げにならないよう御協力をお願い

します。 

   本日の案件につきましてはお手許に配付している資料のとおりでございます。 

   審議に入ります前に、非公開発議の有無を確認します。本日の議題の中で、非公開で
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審議することが適当なものはないでしょうか。 

 

＜ な し ＞ 

 

【城戸教育長】 

ないようですので、以上で非公開発議の確認を終わります。 

   本日の会議は、公開にてその他（１）、報告（１）、（２）の順で実施することとい 

たします。 

それではまず、その他（１）「９月定例県議会について」を、木原副教育長、お 

願いします。 

 

○その他（１） ９月定例県議会について 

【木原副教育長】 

   本年９月１０日から１０月１４日まで開催されました令和２年９月定例県議会の教

育委員会答弁要旨について説明をさせていただきます。 

 

＜木原副教育長が資料に沿って説明＞ 

 

【木原副教育長】 

  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

【城戸教育長】 

説明は終わりました。本案件について御意見や御質問をお願いいたします。 

  

  【宮本委員】 

   ２ページの④ＩＣＴ教育についての答弁の中で、予習として活用する反転学習とい

うことがありますが、実際に活用されているのでしょうか。 

 

  【塚田義務教育課長】 

県全体でみますと１人１台端末についてはこれから配備されていくことになります

ので、今後このような活用が想定されるという意味で答弁をさせていただいておりま

す。一方、先進的に取り組んでいる地域では、事前に授業の動画を見て実際の授業に

臨むことで理解がスムーズになったという報告はあっております。 

 

【堤委員】 

 １０ページの⑦民間オンライン学習支援サービスについてですが、これは導入する
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にはお金がかかると思いますが、予算をどのように立て、どの学校が導入するかはこ

ちらから指名などするのでしょうか。 

 もう１点ですが、一人一人の習熟度に応じた問題が自動的に提示されるというもの

は私もテレビで見て、塾などが行っていてすばらしいと思いました。一方でこれを導

入している学校とそうではない学校では差が生じてしまうように思いますが、その点

での公平感などはどのようにお考えでしょうか。 

 

【井手高校教育課長】 

 県立高校の現状を申し上げます。県教委で予算を立てて一律に民間の学習サービス

を導入しているというわけではございません。各学校の独自の取組ということで取り

入れられております。具体的にはベネッセコーポレーションの「Classi」というサー

ビスがございます。クラウドを介して教師と生徒がコミュニケーションを図ったり、

課題を出したり、メールでやりとりしたり、あるいは会社が出している問題を解いた

り、生徒はそれをスマホやタブレット等で行っているというサービスがあります。そ

のサービスを導入している学校が県立高校９４校のうち３０校程度一人当たり年間

３，０００円から４，０００円の間で導入されています。 

 

【堤委員】 

 そのお金はどうしているのですか。 

 

【井手高校教育課長】 

 お金は各校の校納金の教材費として徴収しており、自己負担という形になります。 

 

【塚田義務教育課長】 

 続けて、小中学校の説明をさせていただきます。このような民間の学習支援システ

ムを導入するかの判断は設置者であります各市町村教育委員会が行います。一部の市

町村では先ほど説明したものと同様の小中学生向けのアプリを導入しているところも

ございます。その場合の費用は市町村の負担で行っております。 

 

【堤委員】 

 もう１点よろしいでしょうか。１２ページのヤングケアラーについてです。私はこ

のような言葉を知りませんでしたので伺いたいのですが、実態としてはどのくらいい

るのかということなどは把握されているのでしょうか。これからでしょうか。 

 

【塚田義務教育課長】 

 これは新しい概念でございまして、これまでは家のお手伝いをよくする子というこ 
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とで考えられておりましたが、その一方で親が不在の時間に弟や妹の面倒をみたり、

親などの介護をしたりすることで、その子本人の学習の権利や機会が疎かになってい

るのではないかという考え方です。虐待の場合は通報などがありますが、ヤングケア

ラーの場合は、子ども自身も家庭の中では当然のことと思って声を上げなかったり、

学校も家庭内のことで把握しづらかったりするため外から実態が把握しづらいという

ことは指摘されております。そのため今後実態をしっかりと把握しなければいけない

といわれている分野でございます。 

 今回の質疑の中でも議論となりましたが、学校の先生が子どもたちの様子を毎日見

ており、洋服が洗濯されているか、お風呂に毎日入れている様子か、宿題が提出でき

ているかなど端緒にして、必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門家に

入っていただくことで福祉的なケアをしっかりしていこうという問題提起をいただい

た質問と認識しております。 

 今後は学校としてもこのような課題があることを意識した上で生徒指導など日々の

生徒観察にあったっていくことが重要と認識しておりますので各種研修会などで周知

していきたいと考えております。 

 

【木下委員】 

 ５ページ④では１人１台端末が小中学校に今年度中に配備されるということです

が、高校も同様と以前伺いました。これらの機器はいずれ古くなり、買い替えなけれ

ばいけなくなると思いますが、何年間ぐらいでの更新を想定されているのでしょう

か。 

 

【池松施設課長】 

 オンライン授業の環境整備についてですが、高等学校については自分のスマホ等を

活用するなどしての環境整備は整っておりますが、端末の配布については本年度と来

年度の２カ年で計画をしております。 

 耐年数についてですが、県立学校の場合はリースを予定しており、５年で更新と考

えております。また、市町村の場合は各市町村によりますが概ね５年、６年程度で更

新していくのではないかと思っております。ただ、県も市町村もその更新時の費用を

どのように捻出するのかということが課題になりますが、この点については国等に費

用を負担してもらうよう要望をしているところでございます。 

 

【前田委員】 

 ２点伺います。１点目はＩＣＴについてですが、各市町村で予算の都合で配備の状

況など進捗が異なると思います。３ページ⑤にあるとおり、推進する計画を検討して

いるということですが、ある市では４年計画を立てており、それに沿って先生たちも
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準備をしていく一方で、先生は異動がありますので、異動した先ではまた違う状況に

なっているということや、中心となっている先生が異動になったことで計画の進捗が

変わってしまうということが生じてしまうのではないかと思っておりますがどのよう

にお考えでしょうか。 

 ２点目は先ほどもありました１２ページのヤングケアラーについてです。この定義

については非常に難しいと思います。お手伝いの一環として行っている子、核家族の

子、兄弟が多い子など様々な家庭環境があるなかで定義づけをどのようにするのでし

ょうか。 

 

【塚田義務教育課長】 

 まずはＩＣＴについてです。委員御指摘のとおり、現在各市町村の進捗にはばらつ

きがございます。ばらついているというのは、ハード面の整備については先ほどの説

明のとおり本年度の補正予算により来年３月末までに揃うという状況なのですが、そ

れを活用できるのかという点については、ばらつきがあると考えております。県内で

も、うきは市や田川市などは全国的な団体にもＩＣＴの先進地域と認定されており、

かなり活用が進んでいます。一方、市町村としての推進計画のようなものがなく、今

から作成するというところもあります。県教育委員会としてはこれからの学習をして

いく上ではＩＣＴをうまく使いこなせるのかということは、学力定着はもちろんのこ

と、探求力など発展の意味でも大切だと思いますので、県が推進計画のモデルを示し

参考にしていただくことで各市町村にも検討いただきたいと考えております。今後は

計画を示すだけではなく各市町村の担当者を集めた研修会や質疑応答の場を設けるな

ど機会均等を図っていきたいと考えております。 

 ヤングケアラーについてですが、おっしゃるとおりどこからがヤングケアラーで、

どこまでがお手伝いなのかということや、核家族や大家族でのメリット、デメリット

など様々あると思います。１２月を目途に厚生労働省がヤングケアラーについて全国

調査を予定していると伺っております。その中でヤングケアラーの定義が示されると

思います。学力との関係まで調査されるかはわかりませんが、ヤングケアラーの数な

ど実態は見えてくると思います。 

 

【宮本委員】 

 ４ページ⑦教科担任制についてですが、全国都道府県教育委員会連合会の中での文

科省の講演では、現在は英語専科を配置しており当面は増やしていけるようにがんば

りますが、いつまでも英語専科に頼らないでくださいということを仰っていました。

その一方で教科担任制の導入は矛盾しているように思うのですがどういうことなので

しょうか。 
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【塚田義務教育課長】 

  小学校での英語指導が導入された過渡期であることが課題だと考えております。

専科に頼らないでくださいという文科省の発言は、教科として英語が入ったので、

現在教員養成課程で学んでいる学生たちは英語指導をしっかりと身に付けて採用さ

れてくるから将来的には頼らないでくださいということを意味しているのだと思い

ます。 

 

【田中教職員課長】 

 本県の実態といたしましては、英語専科は４０人本年度配置しております。授業

時数や英語の資格など指導する側のハードルがかなり高いものですので、その状況

で現在４０人という状況です。 

 教科担任制については、その後に出てきた話であります。英語専科についてはレ

ベルの高い方が先導的に教え、それを全域に広めていくという趣旨で設定されたも

のですが今回の教科担任制は、ハードルを低くし様々な学校で取り組めるようにと

なる話です。 

 

【城戸教育長】 

 全体の流れですと、教科担任制の方向に向かうのではないかと思います。 

 他にございませんか。  

 

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

  特にないようでございますので、本案件については終了させていただきます。 

続いて報告（１）「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題の現状につ

いて」を塚田義務教育課長、井手高校教育課長お願いします。 

 

○報告（１） 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題の現状について 

【塚田義務教育課長】 

    資料を御覧ください。 

 

＜塚田義務教育課長、井手高校教育課長が資料に沿って説明＞ 

 

【井手高校教育課長】 

   説明は以上でございます。よろしくお願いします。 
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【城戸教育長】 

説明は終わりました。御意見や御質問をお願いいたします。 

 

【宮本委員】 

 令和元年度の３月は学校が休校になっていたと思いますが、その時期も含めてこ

の数字なのでしょうか。 

 

【塚田義務教育課長】 

 本調査は令和２年３月末までを対象とした調査になりますので、３月の休校期間

中も含まれています。 

 

   【宮本委員】 

    そうであれば、中学校の暴力行為が大きく減っているように見えますが、あと１

カ月学校があっていればここまで大きな減少ではなかったかもしれませんね。 

 

   【前田委員】 

    長期欠席者の不登校が私は気になっています。この調査期間の後の４月、５月に

コロナの影響を受けますが、この後の不登校の数が増加しているなどの状況は分か

りますか。 

 

   【塚田義務教育課長】 

    本調査での長期欠席の定義が１年間に３０日以上欠席をしているものとなってお

り、現段階で本調査と同じ条件の資料はございません。一方、７月末時点でコロナ

を理由に欠席をしている人の調査を行っております。それでは、小学校ではそのよ

うな児童はいませんでしたが、中学校では本人の感染不安や家庭に病弱の方がいる

などの保護者の意向で欠席している生徒が８名いらっしゃいました。ただ、臨時休

校で、これまで登校できていなかった児童生徒が登校するようになったなどの報告

もあります。逆に夏休みが短くなったり、授業のスピードが速くなったりしたこと

を理由に秋ごろから休むようになったなどの報告もございますので、現時点で趨勢

を見極めるのは困難です。 

     

   【井手高校教育課長】 

    県立高校の状況ですが、コロナを理由に３０日以上休んだ生徒は３０名です。そ

こまで大きな割合ではございません。全体的な感触といたしましては、各教育事務

所には地区担当指導主事を配置しており、その指導主事が学校訪問を行った際の状

況では、コロナの影響で欠席者が増えたという感触はないと聞いております。 



8 

 

 

    【堤委員】 

     暴力行為の件数については、延べ件数と考えてよろしいでしょうか。また、長

期欠席者の数については、年間３０日以上の欠席と先ほど伺いましたが、復帰せ

ずに継続してずっと欠席している人は毎年計上されているとういう認識でよろし

いでしょうか。小中学校であれば、毎年右肩上がりに増加しているということで

しょうか。それともこの３年の間に調査基準が変わっているなどということはな

いのでしょうか。 

 

    【塚田義務教育課長】 

     暴力行為については延べ件数ですので、例えばＡ君が暴力行為を３回した場合

は３件となります。 

     不登校については２９年度と３０年度との間に考え方の変更があり２９年度の

調査では、資料中では「うち不登校の要因を含むもの」として括弧書しておりま

すが、３０年度の調査ではこの部分も不登校として広くとらえるということに変

更されております。 

     ただ、不登校の数の長期のトレンドといたしましては、合計の平成３０年度か

ら令和元年度を見ていただくと約千人増えておりますが、約１割ずつ増えている

現状は全国的にも見られます。 

 

    【木下委員】 

     この調査の対象ではないのですが、児童生徒の自殺者数は統計があるのでしょ

うか。 

 

    【塚田義務教育課長】 

     児童生徒が自殺をした場合、市町村教育委員会から県教育委員会へ報告があ

り、文科省へ報告するようになっております。 

     令和元年度の全国の状況では小学校が４名、中学校が９１名、高校が２２２名

です。 

 

    【井手高校教育課長】 

     県立高校においても自殺者がでた場合は学校から報告があるようになってお

り、令和元年度、本年度共に０名です。 

 

    【宮本委員】 

     高校生の経済的理由による長期欠席者は３年間０人ですが、今年度はコロナの
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影響などでそのような方がいらっしゃるのではないでしょうか。 

 

    【井手高校教育課長】 

     現実的には、直接経済的理由により学校に登校できないということは起こりに

くいと考えております。校納金が払えないので登校できない、または校納金を納

めていないので登校させないということはありませんし、授業料についても無償

化がなされておりますので、例えば親の収入減により学校に来られないというこ

とはあまりないと思います。ただ、家庭の経済困窮により心身に影響があり欠席

に結び付くことはあると思いますが、その場合は不登校としてカウントされま

す。 

 

 【城戸教育長】 

  他にございませんか。  

 

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

   特にないようでございますので、本案件については終了させていただきます。 

続いて報告（２）「福岡県人事委員会勧告について」を後藤財務課長お願いし

ます。 

 

○報告（２） 福岡県人事委員会勧告について 

  【後藤財務課長】 

   １０月１５日に本県人事委員会から県議会議長と知事に対して職員の給与に関 

する報告及び勧告が行われましたので報告させていただきます。資料を御覧くだ 

さい。 

 

＜後藤財務課長が資料に沿って説明＞ 

 

【後藤財務課長】 

    説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

   【城戸教育長】 

    説明は終わりました。御意見や御質問をお願いします。 

 

   【堤委員】 

    0.05月分と許容範囲の中にある数字なのかもしれませんが、これがもし民間が
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１ヵ月分など大きく下がった場合には、やはりその分下がるということもありえ

るのでしょうか。それとも下限が決まっているのでしょうか。 

      

    【後藤財務課長】 

     最終的には知事が判断することになりますが、基本的には勧告のとおりに改定

を行います。私が把握している分ではリーマンショック後の 0.35月分というのが

最も大き引き下げ月数となっております。 

  

    【城戸教育長】 

  他にございませんか。  

 

＜ な し ＞ 

【城戸教育長】 

   特にないようでございますので、本案件については終了させていただきます。 

     本日の会議の案件は以上でございます。これで教育委員会会議を終了いたしま

す。 

     （１６：２３） 

 

 

 


